
 

 

 

 

平成２５年度事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人養徳園 

児童養護施設 養徳園 
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養徳器成 
「徳を養い器成す」これが本園における養育の根本にある理念である。

徳とは何か。養徳園の創設者である野沢益治は、子どもにもわかるよう

に「明るく、素直に、温かく」とおっしゃっていた。子ども一人ひとり

の権利擁護に努め、明るい心、素直な心、温かい心を育てることで、人

格の涵養に努め、ひいては望ましい社会人として社会に送り出していく

こと。これが野沢益治が目指したものであった。 

 

援助目標 

“明るく、素直に、あたたかく”をモットーに、あいさつを大切にし、すべての児童が将来望ま

しい社会人になるよう援助する。 

 

援助の基本方針 

一 児童福祉法及び児童憲章、子どもの権利に関する条約の理念を理解し、常に子ども

の最善の利益を考慮した援助に努める。 

一 家庭崩壊等で精神的ダメージを受けている現状を鑑み、子ども一人一人の共感的理

解に努める。 

一 本園が子どもの精神的安定の場となるよう、職員と子どもとの関係性を重視し、家庭的

養護の推進に努める。 

一 子どもとかかわり続ける方針の下、退所後の援助にも心を砕き、子どもの社会的自立

を支援する。 

一 地域とのかかわりを重視し、地域の養育力を最大限生かした援助に努める。
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児童養護施設における人権擁護と人権侵害の禁止・防止・対応のために 

【１０の基本原則】 

１．入所児童の人格の尊厳を尊重し、子どもの権利擁護と養育に努める（権利擁

護） 

２．入所児童の育ちの拠点として、子どもの成長、発達する権利を保障する（成長

の保障） 

３．入所児童の一人ひとりの個性を尊重し、子どもの悩みや相談、そして願いや要

求に真摯に向き合い、子どもの主体的な意思や自己決定の過程を支援する（主体

性の尊重） 

４．入所児童のプライバシーを守り、子どもとの信頼関係を醸成することや、子ど

もたちの良好な人間関係を築く（信頼関係） 

５．入所児童が安心し、安全・安定した生活の営みを得られるように援助・支援を

はかるとともに、施設における生活環境づくりに努める（安定した生活） 

６．入所児童に対する体罰や不適切な関わりは人権侵害であり、いかなる理由があ

れ、許さない（人権侵害の否定） 

７．児童養護施設の事件、事故については、リスクマネジメントの観点から、その

発生予防を第一義とし、事件等の発生時においては、迅速かつ適切に対応する

（発生の予防と対応） 

８．児童養護施設においては、常に施設全体での法令遵守と倫理意識の高揚に努め

るとともに、職員が倫理観を確立させ、人間的な成長と研鑽に努めるよう働きか

けていく（倫理観の確立） 

９．児童養護施設が子どもの権利擁護の拠点であるとの使命と役割を認識し、職員

が子ども一人ひとりに適切な援助・支援、対応が行われているか、常に点検と職

員間の十分な連携をはかるとともに、職員が援助・支援の方法と技術を習得する

よう、働きかけていく（点検と研鑽） 

１０．保護者をはじめ、児童相談所など関係機関や専門職、地域住民やボランティ

アなどと連携協力し、地域社会からも信頼され、地域とともに歩む施設運営に努

める（地域社会との連携） 
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【人権の尊重に基づく行動規範】 

１．法人・施設の役員および職員は、子どもに対していかなる理由があっても、体

罰や不適切な関わりは一切行わない 

２．法人・施設の役員および職員は、子どもに対して人格を傷つけ、否定するよう

な態度や差別的な言動をとらない 

３．法人・施設の役員および職員は、子どもの人格を尊重した呼称を基本とし、子

どもの訴えなどに対して無視、放置や威圧的な態度をとらない 

４．法人・施設の役員および職員は、子どものプライバシーの保護をはかるととも

に、個人情報を他に漏らしてはならない 

５．法人・施設の役員および職員は、子どもへの当該施設職員等による体罰や不適

切な関わり等の事実があった場合は、これを明らかにするとともに、役職員側に

非がある場合は真に謝罪する 

 

 

全国児童養護施設協議会 倫理綱領 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国児童養護施設協議会 

原 則 

 児童養護施設に携わるすべての役員・職員（以下、『私たち』という。）は、日本国憲法、

世界人権宣言、国連・子どもの権利に関する条約、児童憲章、児童福祉法、児童虐待の防

止等に関する法律、児童福祉施設最低基準にかかげられた理念と定めを遵守します。 

 すべての子どもを、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、保護者

の社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重します。 

使 命 

 私たちは、入所してきた子どもたちが、安全に安心した生活を営むことができるよう、子ど

もの生命と人権を守り、育む責務があります。 

 私たちは、子どもの意思を尊重しつつ、子どもの成長と発達を育み、自己実現と自立のた

めに継続的な援助を保障する養育をおこない、子どもの最善の利益の実現をめざします。 
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倫理綱領 

１．私たちは、子どもの利益を最優先した養育をおこないます 

 一人ひとりの子どもの最善の利益を優先に考え、24時間 365日の生活をとおして、子ど

もの自己実現と自立のために、専門性をもった養育を展開します。 

２．私たちは、子どもの理解と受容、信頼関係を大切にします 

 自らの思いこみや偏見をなくし、子どもをあるがままに受けとめ、一人ひとりの子どもとそ

の個性を理解し、意見を尊重しながら、子どもとの信頼関係を大切にします。 

３．私たちは、子どもの自己決定と主体性の尊重につとめます 

 子どもが自己の見解を表明し、子ども自身が選択し、意思決定できる機会を保障し、支援

します。また、子どもに必要な情報は適切に提供し、説明責任をはたします。 

４．私たちは、子どもと家族との関係を大切にした支援をおこないます 

 関係機関・団体と協働し、家族との関係調整のための支援をおこない、子どもと、子ども

にとってかけがえのない家族を、継続してささえます。 

５．私たちは、子どものプライバシーの尊重と秘密を保持します 

 子どもの安全安心な生活を守るために、一人ひとりのプライバシーを尊重し、秘密の保持

につとめます。 

６．私たちは、子どもへの差別・虐待を許さず、権利侵害の防止につとめます 

 いかなる理由の差別・虐待・人権侵害も決して許さず、子どもたちの基本的人権と権利を

擁護します。 

７．私たちは、最良の養育実践を行うために専門性の向上をはかります 

 自らの人間性を高め、最良の養育実践をおこなうために、常に自己研鑽につとめ、養育

と専門性の向上をはかります。 

８．私たちは、関係機関や地域と連携し、子どもを育みます 

 児童相談所や学校、医療機関などの関係機関や、近隣住民・ボランティアなどと連携し、

子どもを育みます。 

９．私たちは、地域福祉への積極的な参加と協働につとめます 

 施設のもつ専門知識と技術を活かし、地域社会に協力することで、子育て支援につとめ

ます。 

１０．私たちは、常に施設環境および運営の改善向上につとめます 

 子どもの健康および発達のための施設環境をととのえ、施設運営に責任をもち、児童養

護施設が高い公共性と専門性を有していることを常に自覚し、社会に対して、施設の説明

責任にもとづく情報公開と、健全で公正、かつ活力ある施設運営につとめます。 

 

2010年 5月 17日 制定 
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法人としての取り組み（中長期的目標） 

平成25年4月 

１ 施設養護の充実 

次のように家庭的養護の推進、里親委託の推進、併せてアフターケアの充実を目指してい

く。 

 

2 児童家庭支援センターの設置 

養育不全家庭が増えている。親子分離が図られないまま不適切な養育を受けている子ども

が増え続けている。こうしたハイリスク家庭に対して実効性のある養育支援が求められてい

る。地域におけるハイリスク家庭への支援、併せて施設から家庭へ戻った後のフォローを行

うために、児童家庭支援センターの設立が求められている。 

養徳園では、本館１F部分のユニットを外だし（分園）し、27年度までに児童家庭支援セン

ターの設立を目指したい。 

 

3 ファミリーホームの設立又はその支援 

完全ユニット化のためには、ファミリーホーム 2 か所の設立又はその支援が義務付けられ

ている。 

養徳園の元職員の石川浩子保育士（養育里親）よりファミリーホームを行いたいとの申し

出あるため、26 年度までに宇都宮市内にファミリーホームを開設するよう支援する。また、

氏家養護園（地域小規模児童養護施設みやこ家）職員の三ツ俣悟保育士が夫婦でファミリー

ホームを行いたいとの申し出あるため、29 年度までには法人としてファミリーホームを設立

したい。 

 

4 第三者評価の受審 

昨年度から義務付けられた第三者評価について、今年度は養徳園、26年度は氏家養護園が

受審する。 

 養徳園 氏家養護園 

２

５

年

度 

定員減 50名→45名 
完全ユニット化 
 小規模グループケア 6か所 
（本館 4か所、分園 2か所） 

地域小規模グループケア 2か所 

 

里親支援専門相談員（24年度配置） 

 

職業指導員の配置 

定員 40名 

小規模グループケア 2か所 

地域小規模児童養護施設 2か所 

 

里親支援専門相談員の配置 

２

７

年

度

ま

で 

小規模グループケア 6か所 

（本館 3か所、分園 3か所） 

完全ユニット化 

 小規模グループケア 5か所 

（本館 4か所、分園 1か所） 

 

職業指導員の配置 
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児童養護施設 養徳園 

１ 児童養護施設養徳園の運営について 

(1) 全体方針 

国は児童養護施設運営指針を策定し併せて第三者評価を義務付けることで、施設運営の標準化

を進めている。養徳園としても、運営指針に従い施設運営の問題点を洗い出し、25年度中に第三

者評価を受審することにしたい。 

運営指針で示されていることは、本園が取り組んできたことに大きな齟齬はなく、とりわけ

「日々の生活のいとなみ」や「職員との関係性」を重視している点においては、本園と全く同一

であり、我々は自信をもって、現在の取り組みを推進、充実させていきたいと思う。 

組織運営については、４つ委員会（給食、環境美化、安全管理、広報）を設け、これまでの成

果と課題を踏まえ、職員全体で取り組んでいきたいと思う。処遇援助についても、６つの重点目

標を設定し、施設内研修での積極的に検討を積極的に行い、ケアワーカー相互の共通理解を図り

ながらチームとして取り組んでいきたい。 

本園では昨今、県外の施設関係者の見学も増え、県内外の施設をリードする役割を担いつつあ

る。こうした点を踏まえ、社会的養護に携わることへの誇りと自覚をもち、職員一同、子どもの

最善の利益を目指して尽力していきたい。 

 

(2) 処遇援助について 

家庭的養護の推進には、単に養育の形態を家庭的にすればよいというのではない。日々の生活

の営みを通して子どもと職員との信頼関係を構築していくことが大切である。その意味では、子

ども達が集う食事の時間は重要であり、さまざまな実践を通して「食」のあり方について検証し

ていく必要がある。 

今年度から朝食については、献立、食材の購入、調理のすべてを各ユニット毎に行うことで、

「食」を生活援助の中心におくことを試みたい。 

子どもの養育に携わる施設職員には日々、専門職として研鑽を積んでいくことが必要であるの

はいうまでもなく、同時に、職員個々が巧みに連携しあいチームとして機能していくとともに、

職種に関係なく全職員が一体となって子どもの問題に対応していく体制をつくっていかなければ

ならない。 

以上のこと、さらにこれまでの実践を踏まえて、２５年度は次のような点を重点目標とした。 

ア 被虐待児への治療的アプローチ 

環境療法的アプローチを積極的に取り入れ、子どもが安心して暮らせる場を保障すると

ともに、個別のカウンセリング及び必要に応じて児相等のセラピーを利用し、被虐待児の

心のケアを図る。 

ケアワーカーが虐待に対する理解を深め、被虐待児への生活の中でのケアについて研鑽

を積んでいく。処遇困難児へは、チームとして対応していかなければならない。処遇困難

児への対応について、職員研修で事例を取り上げながら職員間の連携といった視点から検

証していきたい。 

イ 職業指導、リービングケア及びアフターケアの強化 
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今年度から職業指導員を配置して、中高生を対象に職業体験を行うことで、就労の喜び

や厳しさを学ぶとともに自己の適性を知ることで進路選択の一助としたい。 

リービングケアワークブックを活用し、リービングケアを実践する。「だいじ家」が行う

自立支援研修に積極的に参加するとともに、高齢児合宿を実施し、自立に向けての意識の

涵養に努めたい。 

アフターケアについては、OB会を開催するなどして退所者の現況の把握につとめたい。

また、本園にアフターケアの窓口の設置をはじめ、施設退所後の就労を含む生活状況を見

守り必要に応じた支援を行うことで、職場への定着を図り社会的自立を促す。 

ウ 学習指導の充実 

個々の学力に応じた教材等で個別の指導を心がける。小学生に対しては「公文式教育」

の徹底を図りたい。公文式については、学力の向上だけではなく、学習習慣や学習態度の

確立の面からも積極的に取り組んでいきたい。 

また、漢検や英会話等、将来役に立つ技能の習得にも取り組みたい。 

エ 性教育の実施 

危機管理マニュアルに基づき施設内に起こり得る性的な問題の対応について職員間で共通

理解を図る。発達段階に応じた性教育を実践していきたい。 

オ 施設養護におけるソーシャルワークの充実 

近年、親子の再統合を図らなければならないケースが増加し、施設においてもソーシャ

ルワーク機能が求められている。これまでケアワーク中心に施設養護を考えてきたために、

ソーシャルワークの重要性については、職員に十分に浸透していない面も感じられる。ま

た、里親委託の推進が求められているものの、施設から里親への措置変更が進んでいない

状況もある。 

児童家庭支援センターの設置を念頭に、ソーシャルワーク機能の充実に努めたい。 

カ 育ちアルバム及び（自己）研鑽ノートの実践 

昨年度から育ちアルバムの取り組みを広げていきたい。併せて、研鑽ノートを開発し職

員一人一人の育ちを支援していきたい。 

 

(3) 行事 

今年度から完全ユニット化したことを考慮して、施設全体で実施する行事を極力少なくし、

ユニット毎（地域小規模も含む）の行事を増やしたい。 

以下は、２５年度の主な行事である。 
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全体行事 

 

ユニット行事 

 

 

平成25年度係り分担 

 略 

 

(4) 児童担当 

 略 

 

(5) 宿直体制 

略

月 行 事 月 行 事 

４月 交通指導 ５月 幼児遠足 

６月 小運動会 ７月 七夕、奉仕作業 

８月 バス旅行 ９月 高齢児合宿 

10月 里親交流事業 11月 七五三、創立記念日 

12月 非常時総合訓練、奉仕作業 １月 カレンダー製作 

３月 ひなまつり、送別会、同窓会   

月 行 事 月 行 事 

４月 花見 ５月 GW楽しみ会 

７月 
幼児プール、一万人プール、ファミリ
ープール 

8～10
月 

太陽の丘キャンプ 

12月 クリスマス会 １月 初詣 
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２ 地域小規模児童養護施設「オアシスの家」及び「野辺山ホーム」の運営について 

(1) 援助環境 

虐待など不適切な環境の中で生活してきたことに配慮し、担当職員が長期的に受容し手厚いケ

アをしていく。また、より家庭的な環境に心がけ、子どもの気持ちが安定するよう援助していく。 

(2) 生活指導 

時間をかけて個々のペースに併せ、基本的生活習慣の習得に努める。職員が手本となったり、

また、子どもにどうしたらよいか考えさせたり、指導方法・内容を工夫していく。 

(3) 地域との関係 

地域の自治会や育成会に加入し、地域の一員としての自覚をもって生活する。また、スポーツ

少年団や公民館活動に積極的に参加する。 

(4) 行事 

小規模施設の特長を生かし、子どもの状況に応じて臨機応変に適時行事を企画するようにする。

行事の回数や費用が本園の実態と比較してかけ離れたものとならないよう配慮する。 

(5) 本園との関係 

年少児の保育は本園で行う。また、休日の日中など職員が手薄に場合にも積極的に本園を利用

するなど、本園のサポートの下、運営をしていく。 

創立記念日、クリスマス会や小運動会など大きな行事は、本園と一緒に行い子供同士の交流を

図る。 

(6) 職員の資質向上 

日常の援助が独善的とならないよう自己研鑽に励むと共に、職員間で互いに評価しあうなど、

自己の援助のあり方を省みる機会を確保する。 

とりわけ子どものとの適正な距離のとり方についてスキルアップを図る必要がある。 
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児童援助の構造図 

H25.4.1 
 

 

○児童福祉法及び児童憲章、子どもの権利に関する条約の理念を理解し、常に

子どもの最善の利益を考慮した援助に努める。 

◯家庭崩壊等で精神的ダメージを受けている現状を鑑み、子ども一人一人の共

感的理解に努める。 

○本園が子どもの精神的安定の場となるよう、職員と子どもとの関係性を重視

し、家庭的養護の推進に努める。 

○子どもとかかわり続ける方針の下、退所後の援助にも心を砕き、子どもの社

会的自立を支援する。 

○地域とのかかわりを重視し、地域の養育力を最大限生かした援助に努める。 

援 助 目 標 

○家庭的養護の推進 

◯基本的生活習慣の確立 

◯被虐待児への心理療法 

○親子関係の再構築 

◯個々の学力に応じた学習指導 

○性教育 

○リービングケアとアフターケア 

◯関係機関との連携 

○権利擁護のしくみ 

○地域との交流 

○情報の公開 

○ボランティアの活用 

 

間接的援助 

直接的援助 

基本的生活援助 

援 助 方 針 

“明るく、素直に、あたたかく”をモットーに、あいさつを大切

にし、すべての児童が将来望ましい社会人になるよう援助する。 

社会的自立を目指した援助 

非常災害対策 

◯楽しい食事 

◯きれいな住環境 

◯清潔な身だしなみ 

職場研修の推進 
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平成２５年度職場研修計画書 
児童養護施設 養徳園 

 

【目的】 

１ 児童養護施設職員としての各々の職種に応じた基本的知識・技能を身に付ける。 

２ 職員それぞれが個人の能力特性を生かし、高い専門性を身に付ける。 

３ 本園の職員としての資質を高める。 

 

【研修内容】 

別紙のとおり 

 

【当面の諸課題を解決するための研修】 

・ 職業指導、リービングケア及びアフターケア（７月、２月） 

担当 合田・館野・人見・森 

・ 学習指導 

学習指導の現状と課題、その対策（４月） 

担当 鈴木・南部・矢部・平野 

・ 性教育 

 性的問題への対応について（６月、１１月） 

担当 福田・東・菅原・伊藤 

・ ソーシャルワーク 

親子関係の再構築（１０月） 

担当 加藤・岡田・東 

・ 育ちアルバム、研鑽ノート（９月、１月） 

 担当 森・郡司・水沼 

 

【別紙研修計画に関する留意事項】 

・ １～４の研修は、該当者は１回は受講しなければならないが、必要があれば何度受講し

てもよい。 

・ ５、６の研修は毎年すべて職員が受講すること。 

・ ７の研修については、施設長が把握していない研修もあるので、希望があれば積極的に

申出ること。ただし、研修に出してくれるかどうかは、予算、内容（業務に直接関係あ

るか）、本人の必要性、などによって判断する。 

・ ２及び３の研修は外部に公開する。 
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法人としての職員研修 

 

１ 社会福祉施設の運営 大谷 

 

２ 児童養護施設の職員だけのための社会的養護 福田 

 

３ 児童養護施設の職員だけのための社会的養護内容 福田 

 

４ 先輩職員から伝えたいこと（3回） 

・ 先輩ﾜｰｶｰ 加藤、酒井 

・ 先輩ﾜｰｶｰ 芝間、森 

・ 先輩職員 豊岡、君嶋、臼井 

 

５ 子どもの理解と援助のあり方 加藤、東、芝間、橋本 

 

６ 権利擁護と家庭的養護 福田 

 

７ 外部研修 

 関ﾌﾞﾛ職員 

 関ﾌﾞﾛ施設長 

 全国施設長 

 関ﾌﾞﾛ事務職員 

 中堅職員研修（情報の虹） 

 SBI研修 

 調理員研修（県養） 

職業人としてのマナーに関するもの 

 相談援助に関するもの 

 被虐待児のケアに関するもの 

 性的な問題に関するもの 

 発達障害に関するもの 

 学習指導に関するもの 

 

【合同検討会】 

家庭的養護が進展していく中、食のあり方が問われている。調理員等を生活援助の中にど

どのように位置づけていくのか、養徳園・養護園合同で検討していく。 

また、昨年養徳園・養護園の職員有志で、「育ちアルバム」、「研鑽ノート」の養徳園版を

作成することを目的に研究グループを立ち上げたが、その活動を応援したい。 
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H25 年度 研修計画 

研修内容 講師 日時 場所 
ｹｱﾜｰｶｰ 

施設長 
栄養士 

調理 
書記 心理 看護 FSW 

特別指導

員 新任  ~3 年 ~10 年 10 年超 

1 社会福祉施設の運営 大谷 

豊岡 

5/17A 氏家 ○     新○ 新○ 新○ 新○  新○ 

2 児童養護施設の職員の

ための社会的養護 

福田 6/6P 

 

喜連川 ○     新○ 新○ 新○ 新○  新○ 

3 児童養護施設の職員の

ための社会的養護内容 

福田 12/5P 喜連川 ○     新○ 新○ 新○ 新○  新○ 

4 先輩職員から伝えたい

こと① 

芝間 

酒井 

7/5A 氏家 ○     新○ 新○ 新○ 新○   

先輩職員から伝えたい

こと② 

加藤 

森 

7/5P 喜連川 ○     新○ 新○ 新○ 新○   

先輩職員から伝えたい

こと③ 

君嶋 

臼井 

10/10A 氏家 ○     新○ 新○ 新○ 新○   

5 子どもの理解と援助の

あり方 

加藤･東 

芝間・橋本 

11/19A 

11/26P 

氏家 

喜連川 

毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 

6 権利擁護と家庭的養護 福田 9/10A 

9/10P 

氏家 

喜連川 

毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 

7 若手が語る児童養護 

（座談会） 

若手 5 人 2 月ごろ 未定 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 
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日時の A：10:00~ P：13:30~ N：19:00~  所要時間は 90 分 

○：必須、新○：新任の年に必須、△：該当する者のうちから施設長が指名 

●：施設長が必要と認めた研修、▲：施設長が必要と認めた研修に該当する者のうちから施設長が指名 

研修内容 講師 日時 場所 
ｹｱﾜｰｶｰ 

施設長 
栄養士 

調理 
書記 心理 看護 FSW 

特別指導

員 新任 ~3 年 ~10 年 10 年超 

7 県養職員研修   △    △ △ △ △ △ △ △ 

関ﾌﾞﾛ施設長       ○       

全養       ○       

関ﾌﾞﾛ職員   △ △ △ △  △ △ △ △ △ △ 

関ﾌﾞﾛ事務職員         ○     

指導者研修（情報の虹）      ○        

中堅職員研修（情報の虹）     ○ ○        

SBI 研修     ○         

調理員研修（県養）   △ △ △   ○      

集団給食従事者研修        ○      

相談援助に関するもの     ▲ ▲      ●  

心理療法に関するもの          ●    

被虐待児のケアに関するもの    ▲ ▲ ▲    ●    

発達障害に関するもの   ▲ ▲ ▲ ▲    ●    

保育に関するもの   ▲ ▲ ▲ ▲        

性教育に関するもの     ▲ ▲        

学習指導に関するもの     ▲ ▲       ● 

職業人としてのマナーに関するも

の 

  ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

県外施設研修    △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 



平成25年度年間行事計画

日
月

日

1 月 辞令交付、職員
会議

水 土 南支校運動会 月 職員会議 木 職員会議 日 避難訓練 火 職員会議 金 職員会議 日 水 新年会 土 土 1

2 火 木 日 避難訓練 火 金 月 水 土 月 木 日 日 避難訓練 2

3 水 金 月 水 関ﾌﾞﾛ施設長 土 火 木 子ども会 日 避難訓練 火 金 月 月 ひな祭り 3

4 木 交通指導､子ど
も会

土 火 木 子ども会 日 避難訓練 水 金 月 水 土 火 火 4

5 金 県立高校入学式 日 避難訓練 水 金 法人研修 月 木 子ども会 土 火 木 法人研修､子ど
も会

日 避難訓練 水 水 5

6 土 幼稚園入園式 月 木 法人研修､子ど
も会

土 七夕 火 金 ケース会議 日 避難訓練 水 金 月 カレンダー製作 木 子ども会 木 県立高校入試､
子ども会

6

7 日 避難訓練 火 金 ｹｰｽ会議 日 避難訓練 水 土 喜中体育祭? 月 木 子ども会 土 総合訓練､避難
訓練

火 冬季休業最終日 金 ケース会議 金 ケース会議 7

8 月 始業式　ケース
会議

水 ケース会議 土 小運動会 月 ケース会議 木 ケース会議 日 衛生の日 火 金 ケース会議 日 水 ケース会議 土 土 8

9 火 喜中・支援校入
学式

木 県南ｷｬﾗﾊﾞﾝ､子
ども会

日 衛生の日 火 金 月 水 土 七五三 月 ケース会議 木 子ども会 日 避難訓練 日 衛生の日 9

10 水 喜小入学式 金 月 水 土 里親交流事業 火 法人研修 木 法人研修 日 衛生の日 火 金 月 月 10

11 木 土 火 施設見学(野田
市)

木 日 衛生の日 水 金 1学期終業式 月 水 土 火 建国記念の日 火 喜中卒業式 11

12 金 日 衛生の日 水 金 月 木 土 火 木 日 成人式､衛生の
日

水 水 12

13 土 月 木 土 火 金 ケース会議､献
立会議

日 里親交流事業 水 金 月 成人の日 木 木 13

14 日 衛生の日 火 金 ケース会議､献
立会議

日 衛生の日(奉仕
作業)

水 土 月 木 関ﾌﾞﾛ事務 土 火 金 ケース会議､献
立会議

金 ケース会議、献
立会議

14

15 月 ケース会議､献
立会議

水 ケース会議､献
立会議

土 月 海の日 木 日 火 2学期始業式､ｹｰ
ｽ会議､献立会議

金 ｹｰｽ会議､献立会
議

日 水 ケース会議､献
立会議

土 土 15

16 火 木 日 火 ケース会議､献
立会議

金 月 敬老の日 水 土 月 ケース会議､献
立会議

木 日 衛生の日 日 16

17 水 法人顔合わせ 金 法人研修 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月 17

18 木 県北ｷｬﾗﾊﾞﾝ 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火 18

19 金 日 水 金 月 ケース会議､献
立会議

木 土 喜小運動会? 火 法人研修 木 日 水 水 喜小卒業式 19

20 土 喜中PTA 月 木 土 夏季休業開始 火 金 ケース会議 日 衛生の日 水 全養 金 月 木 木 20

21 日 火 金 ケース会議 日 水 バス旅行 土 高齢児合宿 月 木 土 火 金 ケース会議 金 春分の日 21

22 月 ケース会議 水 ケース会議 土 月 木 日 火 ケース会議 金 ケース会議 日 衛生の日(奉仕
作業)

水 ケース会議 土 土 送別会 22

23 火 喜中修学旅行 木 日 火 金 月 秋分の日 水 土 勤労感謝の日 月 ｸﾘｽﾏｽ会 木 日 日 23

24 水 金 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月 修了式 24

25 木 中央ｷｬﾗﾊﾞﾝ 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火 春季休業開始､
送別会

25

26 金 運営会議 日 水 金 月 夏季休業最終日 木 土 火 創立記念日､法
人研修

木 冬季休業開始､
運営会議

日 水 運営会議 水 26

27 土 月 木 運営会議 土 火 金 運営会議 日 水 運営会議 金 職員会議 月 木 木 27

28 日 火 金 日 水 土 月 関ﾌﾞﾛ職員 木 土 火 金 職員会議 金 運営会議 28

29 月 昭和の日 水 運営会議 土 月 木 運営会議 日 火 運営会議 金 職員会議 日 水 運営会議 土 職員送別会 29

30 火 木 職員会議 日 火 運営会議 金 月 水 土 月 木 日 30

31 金 水 土 職員会議 木 火 金 職員会議 月 31

11 124 1 2 35 6 7 8 9 10

18






















